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認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム

問い合わせ

地域包括支援センター又は高齢者相談センター

　家族や周囲などからの相談を受け、認知症が疑われる人のもとに医療

職と福祉職がチームとなって訪問し、専門医の助言のもと、本人にとっ

て必要なサービス・機関に繋ぐ等の支援を行います。平成29年10月から

町内2か所の「高齢者相談センター」に設置しています。

医療機関や介護サービス事業所及び地域の支援機関をつなぐコーディ

ネーターとして、地域包括支援センターに「認知症地域支援推進員」を配置

しました。認知症初期集中支援チームと連携して活動を行っていきます。

対象者



22

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
養
成

認知症サポーターの養成認知症サポーターの養成
　岡垣町では、認知症高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心し

て暮らせるまちづくりを目指しています。地域住民や子ども、企業な

どを対象に、認知症への正しい知識と理解を深め、それぞれができる

範囲で手助けする「認知症サポーター」の養成に取り組んでいます。

認知症サポーターとは、何か特別な活動をする人ではありませ

ん。認知症への理解者として、出来る範囲で手助けをしたり、必

要に応じて相談窓口につなげるなどの見守りを行う応援者です。

認知症サポーター養成講座を受講された方には、認知症サポー

ターカード」を配布しています。このサポーターカードが「認知

症の人を支援します」という意思を示す目印となります。

認知症サポーターとは

認知症は高齢の人ほど発症率が高くなると言われており、高齢化

の進展により認知症の人は増加すると予想されています。「認知

症サポーター養成講座」を受講することで、誰もがなる可能性の

ある認知症について学び、地域全体で認知症の人やその家族を見

守りましょう。

認知症について学んでみませんか

町が自治区や団体から依頼を受けて実施する出前講座に参加す

る方法と、関係機関が実施する認知症サポーター養成講座に参

加する方法があります。

※出前講座の依頼は中央公民館で受付しています。

認知症サポーター養成講座を受講するには

問い合わせ

役場 長寿あんしん課
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オレンジカフェ（認知症カフェ）オレンジカフェ（認知症カフェ）

場　　所

①オレンジほっとカフェ
　　　〜つながる〜

公園通り1-7-1（高倉苑）
☎２８２−５１６７

第１日曜日
13：30〜16：00

100円

100円

100円

100円

100円

100円

200円

200円

第３月曜日
13：00〜15：00

第１日曜日
13：00〜15：00

第２日曜日
①13：00〜14：00　②14：30〜15：30

第３日曜日
13：30〜15：30

第３土曜日
13：30〜15：30

月〜金曜日（祝日除く）
10：00〜16：00

第２金曜日
13：30〜15：30

鍋田2-1-6（あゆみの里）
☎２８１−２２２３

野間南4-7（ふれ愛の郷）
☎２８１−５５３５

東山田1-18-4（山田小学校そば）
☎２８２−４７９７

南高陽12-6（南高陽公民館）
☎０９０−５７３３−１６９６

吉木西1-1-5（中央公民館横）
☎２８２−９３９７
　０８０−３５２５−９３９７

内浦592（成田山道入口）
☎２８２−４２７０
　０９０−９６００−４２７０

高陽台3-18-2（小規模多機能ホーム陽の裏）
☎２８２−９３４３
　０８０−４４７０−９９９１

②オレンジカフェ
　　　〜よりあい処〜

③オレンジカフェ
　　　天狗屋

⑤オレンジカフェ
　　　ひなたぼっこ

⑦オレンジカフェ
　　　おしゃべり会

⑥くつろぎcafé
　　　みかんの木

④ふれ愛カフェ

⑧グリーンカフェ

※変更になる場合がありますので、 各カフェにお問い合わせ下さい。 令和３年４月時点

日　　時 費　用

問い合わせ

地域包括支援センター

　認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民など誰でも気軽に

立ち寄れて、美味しいお菓子とコーヒーでほっとくつろげる、地域の集

いの場です。

＊認知症に関することなど、専門の知識を持ったスタッフに気軽に相談できます

＊いろいろな催し物をしているところもあります（演奏会、体操、認知症の勉強会など）
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徘徊高齢者等位置探索サービス事業徘徊高齢者等位置探索サービス事業

徘徊のおそれがある認知症高齢者などに専用の機器を身に着けて
もらい、外出したまま居場所がわからなくなったときに、その人の
現在位置をGPS（全地球測位システム）で探索し、ご家族にお知ら
せします。

内容

はいかい高齢者等SOSネットワークシステムはいかい高齢者等SOSネットワークシステム

徘徊などによって行方不明になるおそれがある高齢者などの情報
を事前に登録し、行方不明になった場合、警察署をはじめ、町や自
治区などの関係機関が連携して捜索を行います。

内容

徘徊行動が懸念される認知症高齢者

対象者

対象者の家族があらかじめ役場又は折尾警察署に登録票を提出。

登録方法

利用料

在宅の人で、徘徊症状が見られる次の人を介護している人
　・おおむね65歳以上の認知症高齢者
　・療育手帳の交付を受けている人

対象者

登録料の9割を町が負担。その他の費用は全て利用者の負担です。
　（生活保護受給世帯は登録料のみ無料）

利用料

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は折尾警察署 TEL691-0110

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

無料
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寝具洗濯乾燥消毒事業寝具洗濯乾燥消毒事業

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

自宅まで寝具の回収に行き、洗濯・乾燥・消毒をし、配達までを

約１週間で行います。

年度中２回実施するうちの１回利用できます。実施時期は広報で

お知らせします。

内容

寝具の衛生管理が困難な人（縁側など日の当たる所まで布団を

持っていって干すことができないなど）で、

・おおむね65歳以上のひとり暮らしの人

・高齢者のみの世帯

・上記に準ずる世帯に属する高齢者、 身体障害者（児）

対象者

・掛布団・敷布団・毛布一式

・掛布団・毛布・ベッドパット・介護用マットレス一式

・掛布団・毛布・ベッドパット・スプリングマットレス一式

※利用料等の詳細についてはお問い合わせください。

サービスの種類

役場又は高齢者相談センターに

申請書を提出。

世帯状況、 心身状況などを調査し、

実施の可否が決定されます。

利用方法
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老人日常生活用具給付事業老人日常生活用具給付事業

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

電磁調理器、火災報知器、自動消火器の給付を行います。

内容

・電磁調理器

 おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火などの配

慮が必要なひとり暮らしの人

・火災報知器、自動消火器

 おおむね65歳以上の寝たきりの人、ひとり暮らしの人

対象者

生計中心者の前年所得税課税年額に応じて、

無料〜全額負担

利用料

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。

世帯状況、心身状況などを調査し、給付の可否が決定されます。

利用方法

介護用品給付サービス事業介護用品給付サービス事業

在宅介護を支援するために紙おむつなどを自宅まで配達します。

内容

在宅で常時、紙おむつなどを必要とする人で、おおむね65歳以
上（65歳未満で若年性認知症の人を含む）で排泄に見守りや介
助が必要な人など

対象者

・町県民税非課税世帯の人：6,000円

・町県民税課税世帯で本人非課税の人：3,000円

給付限度額

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。
心身状況などを調査し、給付の可否が決定されます。

利用方法
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福祉機器貸与福祉機器貸与

問い合わせ

岡垣町社会福祉協議会

福祉機器を短期間（3か月を限度）貸し出します。

〈借りられるもの〉

①車いす  ②ベッド  ③歩行器  ④歩行車  ⑤入浴用踏み台  ⑥シャワーキャリー

⑦シャワーチェア  ⑧介助バー  ⑨オーバーテーブル  ⑩ポータブルトイレ

内容

・在宅で介護を必要とする人（ただし、介護保険優先）

・骨折などで一時的に必要な人

・外出などで短期に利用される人など

対象者

無料

（岡垣町社会福祉協議会から自宅への運搬費用は自己負担となります。）

利用料

岡垣町社会福祉協議会に申請します。

貸与条件を満たしていれば

利用できます。

自宅への配送は行っていません。

利用方法
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高齢者等住宅改造助成事業高齢者等住宅改造助成事業

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

高齢者などに配慮した住宅に改造するとき、対象工事に要する経

費のうち、最高30万円まで助成します。

内容

改造する住宅に住む人全員が住民税非課税で、介護保険要介護

認定において要支援1・2及び要介護1〜5と認定された人・身体

障害者（1・2級、車椅子の交付対象者）・知的障害者・重複障

害者又は上記の人と同居する人

※ただし、介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスで利用で

きる内容については介護保険が優先されます。

対象者

・介護保険の対象となる工事

 （介護保険の限度額20万円を超えた部分を30万円を限度として

助成）

・介護保険の対象にならない工事で、玄関、居室、浴室、便所な

ど、介護を必要とする人が利用する部分で、町長が必要と認め

る工事。

対象となる工事

役場又は高齢者相談センターに申請

書を提出。世帯状況、心身状況、工事

個所の確認などを行い、助成の可否

が決定されます。

利用方法
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軽度生活援助事業軽度生活援助事業

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

・外出、散歩の付き添い（杖歩行など、歩行が困難な場合）

・宅配の手配、食材の買物（継続性がなく、日常的な買物の範囲を超える場合）

・庭木の伐採（衛生上問題がある場合などに限る）

・家屋の軽微な修繕（電球の取替えなど）

・家屋内の整理整頓（大きな家具の移動など）

・その他日常生活の援助（窓拭きなど）

内容

日常生活上の援助が必要で、

・おおむね65歳以上のひとり暮らしの人

・高齢者のみの世帯

・上記に準ずる世帯に属する高齢者

※ただし、介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスで

　利用できる内容については介護保険が優先されます。

対象者

・生活保護及び老齢福祉年金受給世帯で町県民税非課税世帯の

人は無料

・上記以外で町県民税非課税世帯の人は３割負担

・その他の世帯は全額自己負担

※ただし、一部を除く材料費については全額自己負担

利用料

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。

世帯状況、心身状況、希望サービス内容などを調査し、実施の

可否が決定されます。

利用方法
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緊急通報システム事業緊急通報システム事業

問い合わせ

役場 長寿あんしん課又は高齢者相談センター

緊急時における連絡手段の確保が困難な人に対して、急病や災

害等の緊急時にボタンを押すだけで町が委託している民間の受

信センターにつながる装置の貸与を行います。受信センターは状

況により消防への通報（救急車の要請など）を行います。そのほか、

月１回の安否確認や健康相談等のサービスを行います。

内容

・おおむね65歳以上のひとり暮らしで、発作性疾患がある人、

または介護保険の要介護１以上の認定のある人

・ひとり暮らしの重度身体障害者

・そのほか、上記の要件に準ずると町長が認めた人

対象者

世帯の町県民税課税状況に応じて、毎月0〜500円負担

利用料

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。

世帯状況、心身状況等を調査し、貸与の可否が決定されます。

利用方法


